
東日本大震災における『復興まちづくり』への提案 

阪神・淡路大震災における経験を踏まえ、東日本大震災と阪神・淡路大震災との相違点を

考慮して、被災した地方公共団体に対し『復興まちづくり』の推進に向けた提案を行う。 

東日本大震災と阪神・淡路大震災との相違点 

①東日本大震災は、地震よりも津波の被害が大きく、被災地域が非常に広範囲であるとともに、被災

した地区としなかった地区とが明確であり、被災した地区は壊滅的な状態である。 

②阪神・淡路大震災では、生活再建に必要な就業の場が大阪など周辺地域に存在したが、東日本大震

災で漁業、水産加工業、農業等が壊滅状態にある被災地にあってはその産業の再生が不可欠である。 

③湾の形状や平地と山地との関係など、被災地の地形条件が異なるため、地域毎の復興手法の検討が

必要となる。 

④復興計画では地震とともに津波対策が必要であり、面的な計画に加え、垂直方向の避難等を考慮し

た立体的な計画が必要となる。 

⑤被災地は、面的整備事業など都市計画事業の実施可能な都市計画区域だけではなく、都市計画区域

外もあることから別の復興手法の検討も必要となる。 

⑥まちづくりコンサルタント等民間団体の活動が低迷している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年４月 14 日 

兵 庫 県 

『復興まちづくり』の推進に向けた提案 

１．大規模な津波は完全に防げないことを前提に、人命の安全を確保するため、避難地及

び避難路の確保に主眼を置いた安全・安心なまちづくりを進める復興まちづくり基本計

画の策定が必要である。 

２．生活者の視点に立ち、生活する上で不可欠な公益施設等の復興や就業の場の確保を最

優先した段階的な復興のシナリオを検討する必要がある。 

 【視点】 

  ○生活する上で不可欠な医療、福祉、教育等の公益施設や生活利便施設（購買施設、

給油施設等）の復興を最優先することが必要である。 

○漁業、水産加工業、農業等の施設の復興により、就業の場の確保を最優先すること

が必要である。 

３．市町村主体の復興まちづくりの基本計画及び事業計画の策定に向け、被災市町村の人

員不足を補い体制整備を図るため、被災県の全面的な支援や他の地方公共団体・ＵＲ・

学会等の積極的な支援が必要である。 

４．住民ニーズの把握や住民参加のまちづくりに、全国のコンサルタントを投入する必要

がある。 

 【まちづくり活動拠点の早期設置】 

  ○被災地区又は避難所の近辺に、コンサルタントが住民からの相談に応じ、意見を集

約するための活動拠点を早期に設置する必要がある。 

 【国庫負担によるコンサルタント派遣】 

  ○被災地区が広範で、一時期に多数のコンサルタントの派遣が必要になることから、

当面、国庫負担によるコンサルタント派遣を行う仕組みが必要である。 

平成 23 年 4 月 14 日

関西広域連合広域防災局(兵庫県都市政策課・住宅政策課)



『復興まちづくり』の検討シナリオ（復旧期） 

初動対応期 

（震災直後～３ヶ月） 

基本計画の策定期 

（震災後～６ヶ月） 

事業計画の推進期 

（震災後～２年） 
 

１．復興まちづくりに向けた体制整備 

・他の地方自治体職員等による支援

チームの編成 

・まちづくり専門家（民間ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

の常駐化 

 

２．建築制限の実施 

・建物が一部損壊したエリアの調

査を実施 

・建築基準法第 84 条地域の指定 

（震災から最長２ヶ月） 

・被災市街地復興推進地域の指定

（震災から最長２年） 

 

３．復興まちづくりに向けた当面の

対策 

・仮設住宅の建設 

・建築制限の弾力的な運用を通じ

た仮設の漁業関連施設等の建設

による就業の場の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．住民ニーズの把握 

・地域住民所在地調査や被災者登

録システム構築 

・住民の意向把握 

(自力再建・市町域外転出等) 

・地域毎にまちづくり活動拠点施

設を設置 

・国庫負担によるコンサルタント

の派遣 

 

５．復興まちづくり基本計画 

（土地利用の基本方針）の策定 

・行政主導による復興まちづくり

基本計画の策定 

・産業や医療、福祉、教育等の早

期復興など段階的なシナリオの

検討 （別添イメージ図） 

<シナリオ案の内容> 

1) 仮設住宅の建設と就業の場

の早期復旧（復旧期） 

2)復興に必要なインフラの整備

と宅地の整序（復興初期） 

3)避難地となる庁舎や復興公営

住宅の建設（復興中期） 

4)本格的な復興市街地の形成 

（復興完成期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．復興まちづくり事業計画の策定・

住民主体のまちづくりの推進 

・まちづくり協議会の設立 

・アドバイザー派遣制度・まちづく

り活動費の助成制度の創設 

 

７．土地区画整理事業等面的整備事業

の具体的検討 

・２段階の都市計画手法の検討 

・所有者不明地等の迅速な処理と集

約換地の手法の検討 
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『復興まちづくり』の留意点について 

 

■ 初動対応期（震災直後～３ヶ月） 

１．復興まちづくりに向けた体制整備 

 がれき処理、建物等の被災状況調査、応急仮設住宅の建設等の作業と並行して、復興

まちづくりに向けた推進体制の早期整備が必要である。 

〔阪神・淡路大震災における取組〕 

兵庫県においては、都市計画に関する共通課題整理や復興計画の立案に対応するた

め、市町の連携による各被災地域の個別課題に対応する組織体制を整備した（震災か

ら１週間後）。また、都市計画、市街地整備、公営住宅整備等を総合的に推進するた

めに復興本部を設置した（震災から２ヶ月後）。 

市町においては、復興に向けた準備組織を独自に整備したほか、人員が少ない市町

については、県職員の派遣により体制を補強した。 

〔東日本大震災における留意点〕 

①被災市町村における絶対的な人員不足を解消するため、市町と県との既存の業務分

担を越えた被災県による業務の代行や他の地方自治体職員、独立行政法人都市再生

機構（ＵＲ）、学会等による支援チームの編成が必要である。 

②地方公共団体の業務を補完するため、都市計画や住民参加型まちづくりの専門家

（民間コンサルタント等）を常駐させ、各種調査や復興計画の立案等の業務を実施

する体制が必要である。 

 

２．建築制限の実施 

 被災者による無秩序な自主再建により復興事業等に支障が生じることから、建物やイ

ンフラ（道路、港湾、ライフライン）の被災状況を把握した上で、建築基準法第 84 条

地域（震災から最長２ヶ月）や被災市街地復興推進地域の指定（震災から最長２年）に

よる建築制限が必要である。 

〔阪神・淡路大震災における取組〕 

国、関係団体の協力を得て県及び市町で早期に被災地の建物の被災状況を把握し、

さらに都市計画学会等の協力を得て詳細調査を実施し調査の精度を高めた。 

面的整備事業の都市計画決定は一定の時間を要することから、震災から２、３週間

後に被災市は建築基準法第 84 条地域の指定により建築制限を実施した。 

また、住民の所在が明確でないこともあり、住民意向を十分把握できないまま土地

区画整理事業等の都市計画を決定（震災から２ヵ月後）し建築制限を継続したが、同

時期に国により被災市街地復興推進地域制度が創設されたことから、地域指定も同時

に実施した。 
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〔東日本大震災における留意点〕 

①津波被害により建物が全壊したエリアについては調査の必要性は低く、津波の影響

を受け建物が一部損壊したエリアに限り、詳細調査により被災状況を把握すること

が必要である。 

②被災した地域において、面的整備事業を実施する地域を特定することに時間を要す

ることも考えられることから、一旦、広範囲に被災市街地復興推進地域の指定を行

い、建築制限の期間（震災から最長２年）内に面的整備事業の都市計画手続を行う

ことが必要である。 

 また、面的整備事業の都市計画手続に時間を要することも想定し、国における建築

制限の期間延長の検討が必要である。 

③被災市街地復興推進地域は都市計画区域において適用する制度であるため、国にお

ける都市計画区域外における同様の建築制限に関する制度の創設等の検討が必要

である。 

 

３．復興まちづくりに向けた当面の対策 

住民ニーズを踏まえた復興まちづくり計画を策定するまで一定の時間を要すること

から、当面の復興対策として住宅や就業の場の確保が必要である。 

〔阪神・淡路大震災における取組〕 

被災直後から仮設住宅の建設に向け用地確保や発注の準備を行う市もあったが、効

率的な建設の必要性から県で一括して事業を行うこととなり、（社）プレハブ建築協

会を窓口に震災後７ヶ月間で 10 期に分け 48,300 戸を建設した。 

〔東日本大震災における留意点〕 

仮設住宅の建設に加え、建築制限の弾力的な運用を通じた仮設の漁業関連施設等の

建設により就業の場の確保が必要である。 
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■基本計画の策定期（震災後～６ヶ月） 

４．住民ニーズの把握 

復興まちづくり計画の策定に向け、全国からコンサルタントを被災地に投入し、現地

相談所、まちづくり活動拠点施設等を開設して住民ニーズを把握することが必要である。 

〔阪神・淡路大震災における取組〕 

神戸市では既存のまちづくり協議会に対するコンサルタント派遣制度が住民ニー

ズの把握に有効に機能した。 

また、兵庫県と神戸市が「阪神・淡路大震災復興基金」（以下「復興基金」）を創設

し、神戸市以外の市町に対して支援する制度も整備した（震災から３ヶ月後）。 

〔東日本大震災における留意点〕 

①復興まちづくり計画の検討のため、今後の居住地（被災地での再居住・市町域外転

出等）、住宅（復興公営住宅への入居・自宅の自力再建等）、就業（内容、再開時期

等）などに関する被災者の意向について調査が必要である。 

そのため、被災者の所在地調査や被災者登録システムの早期構築が必要である。 

②住民ニーズの把握と住民参加のまちづくりを進めるためには、それぞれの被災地区

又は避難所の近辺に、コンサルタントが住民からの相談に応じ、意見を集約するた

めの活動拠点（まちづくり協議会が設立された場合、その活動拠点ともなる）の設

置が必要である。 

③被災地が広範であるため、一時的に多数のコンサルタントの派遣が必要になること

から、当面、国庫負担によるコンサルタント派遣を行う仕組みが必要である。 

 

５．復興まちづくり基本計画（土地利用の基本方針）の策定 

 住民に出来るだけ早く将来像を示すため、住民のニーズを踏まえつつ、行政主導によ

る復興まちづくりについての基本計画（土地利用の基本方針）の策定が必要である。 

〔阪神・淡路大震災における取組〕 

  計画づくりに着手後（震災から数日後）骨子の作成（３週間後）、国及び市町との

調整を経て、県民等の意見や学識者の提言を踏まえ、震災から得られた以下の教訓の

もとに「阪神・淡路都市復興基本計画」を策定した（震災から３ヶ月後に公表、７ヵ

月後に策定）。 

1)急傾斜地での被災対策として、緑の保全などの自然と共生したまちづくりが必要 

2)火災の延焼防止対策として、水と緑のネットワークづくりが必要 

3)都市機能が集中した中心市街地の被災対策として、都市機能の分散配置が必要 

4)交通の大動脈の被災による都市機能不全の対策として、バランスのとれた交通体系

の構築が必要 

5)住工混在の密集市街地での被災対策として、市街地の面的整備が必要 

6)老朽建築物の被災対策として、耐震性の向上と不燃化の推進が必要 

7)防災体制づくりとして、地域コミュニティを育むまちづくりが必要 

8)避難施設として、体系的な防災拠点の整備が必要 

9)被災地域で通信麻痺対策として、多様で多元的な通信手段の整備及び普及が必要 

10)緊急時対応が可能なライフラインの整備が必要 



- 4 - 

〔東日本大震災における留意点〕   ・・・・・・・・・・・別添イメージ図参照 

  阪神・淡路大震災での 10 の教訓に加え、 

①津波対策や地盤沈下対策から、人工デッキの整備、地盤の嵩上げ、堤防の再構築、

中高層建築物の屋上避難場所の確保等の立体的な計画の検討が必要である。 

②漁業、水産加工業、農業等の産業や医療、福祉、教育、購買等の生活に密着した施

設の早期復興など、段階的な復興のシナリオが必要である（港湾・漁港施設や小中

学校等の復興方法や復興時期との連携が必要であり、復旧期・復興初期は仮設も検

討）。 

1)仮設住宅の建設と就業の場の早期復旧（復旧期） 

2)復興に必要なインフラの整備と宅地の整序（復興初期） 

3)避難地となる庁舎や復興公営住宅の建設（復興中期） 

4)本格的な復興市街地の形成（復興完成期） 

③インフラについては費用対効果を勘案した検討も必要である（下水は集落排水、ガ 

スはプロパン等） 

④市街地と漁村集落では条件が異なることから、各地域特性を生かした復興の手法の 

 検討が必要である。 
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■事業計画の推進期（震災後～２年） 

６．復興まちづくり事業計画の策定・住民主体のまちづくりの推進 

復興まちづくり事業計画の策定は、様々な復興のプロセスに細かく対応するため的確

に住民ニーズを把握するとともに、計画策定段階から地域住民が参加する住民主体のま

ちづくりが重要であることから、その体制を早期に確立するとともにその活動を支援す

ることが必要である。 

 また、地域の状況や対応すべき課題に対し復興まちづくり事業として、 

①土地区画整理事業 

②市街地再開発事業 

③優良建築物等整備事業 

④住宅市街地総合整備事業 

⑤地区計画など、様々な手法について検討することが必要である。 

 なお、都市計画区域外の漁村集落においては、集団移転促進事業等の制度活用が考え

られる。 

〔阪神・淡路大震災における取組〕 

復興基金を活用し、被災地における住民主体のまちづくりを支援する「ひょうご都市

（まち）づくりセンター」の設置（震災から８ヵ月後）や、まちづくりアドバイザー等

の派遣、まちづくり活動費の助成などを行う「復興まちづくり支援事業」を実施した。 

〔東日本大震災における留意点〕 

まちづくり協議会の立ち上げや活動を支援するため、アドバイザー等の派遣制度、ま

ちづくり活動費の助成制度の創設が必要である。 

 

７．土地区画整理事業等面的整備事業の具体的検討 

復興まちづくり事業計画のうち、主な事業として土地区画整理事業等の面的整備事業

の具体的な検討を早期に実施することが必要である。 

〔阪神・淡路大震災における取組〕 

面的整備事業の都市計画は、事業の区域と種類、幹線道路及び近隣公園等の大枠の

みを第１段階の都市計画として決定し（震災から２ヵ月後）、土地の権利関係や地元住

民のニーズを調整するため、暮らしに密接にかかわる区画道路、街区公園等を第２段

階の都市計画として決定した（震災から１年以上経過）。 

〔東日本大震災における留意点〕 

①被災市街地復興推進地域の指定による建築制限の期間（最長２年）内での住民意向

を踏まえた事業の具体化が必要である（事業計画の具体化に時間を要し２年間で整

理できない場合は、地盤高や避難地・避難路等基本的な防災対策を含む都市計画を

先行させるなど２段階都市計画の手法も検討）。 

②所有者不明地等の迅速な処理と集約換地の手法の検討が必要である。 

③都市計画区域以外の被災地（漁村集落等）では、国における都市計画事業以外の手

法の創設等の検討や都市計画事業と同様の制度（建築制限や土地区画整理事業等）
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の検討も必要である。 

④説明会、まちづくりニュース等を新聞や郵送など様々な方法で確実に権利関係者に

情報提供することが重要である。 

⑤都市計画事業に精通した他の地方公共団体職員等の派遣が必要である。 

 

 

（問い合わせ先） 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課  電話番号０７８－３６２－３５７６ 

          住宅建築局住宅政策課  電話番号０７８－３６２－３６０４ 
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整備と宅地の整序
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形成

※１ 建築制限の弾力的運
用により早期の操業を
誘導

※３ 避難時間に配慮し避
難公園を適正に配置

※４ 高台に病院・学校等広
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嵩上げした道路

地区外移転希望者　→　国買取
地区内残留希望者　→　整序

区画整理等による土地集約整序

堤防用地・避難施設・道路　→　国買取

宅地

建築基準法84条等による建築規制
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業復興に配慮し
た整備・入居計
画
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を防止
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復興体制の確
立のため、早
期に建設

復興公営住宅・庁舎等は屋上避
難場を兼ねて整備

高台に病院・
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避難時間に配慮し避難公園を
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災害により地盤面が全体的に75cm程度下がったと言われて
いる

仮設住宅

宅地造成時に
排出された土
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